
経済・財政一体改革におけるＥＢＰＭの強化について（案）

2024年７月11日

資料１



 経済・財政一体改革の着実な推進に向けて、主要分野の多年度にわたる重要政策及び計画について、エビデンスに基づく
ロジックモデルの検証やKPIの進捗確認等を行い、その成果を政策立案や骨太方針に反映するなど、ＥＢＰＭプロセスを
強化する。

 このため、本年末に、３年程度の期間を想定した「ＥＢＰＭアクションプラン」を策定し、必要なデータの収集や分析・評価
体制の構築を進める。

 本プランでは、省庁横断的な複数の施策・事業を体系化した政策・計画レベルにおいて、政策体系のより上位の階層（改
革工程表における政策目標とＫＰＩ第２階層との関係など）に焦点を置いたＥＢＰＭを実施する。

 骨太方針2024に盛り込まれた重要政策・計画の中から、主要分野（社会保障、社会資本整備、地方行財政改革、文
教・科学技術など）ごとにテーマを選定する。

 「経済・財政新生計画」に基づく３年後の包括的な検証において、ＥＢＰＭの取組成果を踏まえた必要な見直しを行う。
その間、毎年度のＥＢＰＭの取組について、経済財政諮問会議等の議論を踏まえ、アジャイルに政策・計画の見直しを行
い、骨太方針への反映やＥＢＰＭアクションプランの改定を実施する。

 ＥＢＰＭの取組成果や定量的に把握された政策効果については、翌年度以降の予算編成過程において反映する方策を
検討する。

 予算事業ごとのＥＢＰＭ（改革工程表における施策とＫＰＩとの関係）を実施している行政事業レビューや各府省庁の
政策評価と相互に連携し、政策体系やＫＰＩの整理、データ収集・分析などを一体的・効率的に進める。

 必要なデータの収集や分析・評価体制の構築に当たっては、ＤＸを通じて蓄積されるデータや研究機関・大学における先
進的な分析手法等を活用しつつ、関係府省庁との連携を強化する（例えば、内閣官房デジタル行財政改革会議事務
局・デジタル庁の「政策ダッシュボード」、総務省の「実証的共同研究」・「エビデンス等の収集・整理・提供」事業、内閣官房
行政改革推進本部事務局の「ＥＢＰＭ補佐官派遣制度」を適宜活用）。 1

対象とする政策・計画

関係府省庁等との連携

目的

EBPMの取組成果の活用



（参考１）ＥＢＰＭアクションプランの今後３年間のスケジュール（案）
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2024年 2025年夏(1年目) 2026年夏(2年目) 2027年夏(3年目)

骨太
2024

対象政策や
計画の選定

関係省庁が
エビデンス
整備の方針
の策定に
着手

「ＥＢＰＭ
アクション
プラン」
（仮称）
の策定

・データ収集と分析
・政策効果の
定量的把握

「ＥＢＰＭ
アクション
プラン」
の改訂

・進捗報告
・取組成果の
 骨太・予算への 
反映

骨太を踏まえた
エビデンス整備
方針の見直し

経済・財政一体改革の
包括的な検証

「経済・財政新生計画」の
必要な見直しにつなげる

(7月)

(12月) (12月)

・進捗報告
・取組成果の
 骨太・予算への 
反映

骨太を踏まえた
エビデンス整備
方針の見直し

(2026年冬・2027年春)

・データ収集と分析
・政策効果の
定量的把握

(6月)

骨太
2025

(6月)

骨太
2026

(6月)

骨太
2027

(6月)

骨太方針の反映やＥＢＰＭアクションプランの見直しは、
アジャイルに対応

アクションプランに
基づく取組成果

⇒経済・財政一体改革の
重要政策・計画について
ロジックモデル、
ＫＰＩの評価・見直し、
重点課題の整理



（参考２）ＥＢＰＭアクションプランの年間スケジュール（案）

3

６月 ７月 ８月 秋 12月 春 ４月 ５月 ６月

骨太方針・
予算編成

経済・財政
一体改革の

EBPM
［政策・計画
レベル（複数
事業の体系化）
のEBPM］

行政事業
レビュー

［予算事業の
EBPM］

＜経済財政諮問会議＞
EBPMの全体方針、
対象政策・計画の
選定

骨
太
方
針

政
府
予
算
案

骨
太
方
針

＜関係府省庁＞
予算事業等の点検

公開プロセス

＜経済財政
    諮問会議＞
Ｅ Ｂ Ｐ Ｍ
アクション
プラン策定

予
算
の
全
体
像

経済財政諮問会議等に
おいて具体的に議論

＜行革推進会議＞
秋のレビューにおける検証

予 算 案 や
事業執行等に
反映

翌年度の
政策立案
に反映

＜経済財政諮問会議>
EBPMの進捗状況を
報告

事業の実施を
通じた事後的な
検証

概
算
要
求

＜関係府省庁＞
EBPMの方
針案を策定
内閣府へ提
出

＜関係府省庁＞
レビューシート
の策定、公表

相互に連携

EBPMに基づく
骨太方針の策定、
予算編成

成果を必要に
応じて活用

外部有識者書面点検

レビュー推進チームに
よる点検

概算要求に
反映

事業所管部局による
自己点検

事業の執行

政策・計画レベル
と予算事業レベル
のEBPMの取組
に整合性がとれる
よう調整



（参考３ー１）米国におけるＥＢＰＭの取組：政策立案段階からのエビデンス構築
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ＥＢＰＭの本格的
な導入時期

オバマ政権期
（2009～2017年）

関連法
• 政府業績成果現代化法
• ＥＢＰＭ諮問委員会法
• ＥＢＰＭ基盤法

主な事前報告文書 • ラーニングアジェンダ
• 年次評価計画

対象
事業
※ラーニングアジェンダでエビデンス
構築の優先度の高い分野を設定

予算との関係 各省庁が予算要求前にエビデンス
構築計画を作成

中期的なサイクル ４～５年

結果の反映方法
• 事業の見直し、優先順位付け
• エビデンスの頑健さや政策効果
の多寡に応じて予算（補助
金）を配分する手法あり

ＥＢＰＭの取組のポイント ラーニングアジェンダとは

 各省庁が複数年度のエビデンス構築計画をまとめた
文書。各省庁が政策課題に取り組む上で不足して
いる知識をまとめ、優先的に解を得るべきリサーチク
エスチョン（何を分析・検証するのか）とその方法な
どを記載。

 大統領府内にある行政管理予算局（OMB）から
各省庁に政策立案段階からラーニングアジェンダの
作成を要請。

 各省庁がエビデンス構築に取り組む優先度の高い
分野を記載したラーニングアジェンダを提出。

 ラーニングアジェンダは中期的な計画であるが、毎年
アップデート。

優先学習分野１：雇用・訓練プログラムにおける公平性の確保
プロジェクト１
• タイトル：遠隔学習戦略の分析
• 調査開始時期・期間：2022年度から5年間
• リサーチクエスチョン：デジタルスキルや高速インターネットへのアク
セスが異なる人の遠隔学習参加を支援することに対して、どのよう
な教訓を得たか

• データソース：行政管理データ
• 方法・アプローチ：記述的分析、行動・実験パイロットテスト

＜労働省のラーニングアジェンダ（一部抜粋）＞

（参考文献）大竹文雄、内山融、小林庸平ほか［2022］『EBPM エビデンスに基づく政策形成の導入と実践』日本経済新聞出版.
Office of Management and Budget［2021］Memorandum for Head of Executive Departments and Agencies—Evidence-Based Policymaking：Learning Agendas and Annual Evaluation Plans
U.S. Department of Labor ［2022］FY 2022-2026 Evidence Building Plan



（参考３ー２）米国におけるＥＢＰＭの取組：分析・検証事例
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分析・検証の対象
（リサーチクエスチョン）

「Year Up」と呼ばれる就労支援プログラムの効果
（所得水準の低い若者に対する効果的な就労支援策は何か）

所管省庁 保健福祉省

プログラムの概要

• 半年のトレーニングと半年のインターンからなる計1年間のプログラム
• 対象者は、高卒で所得水準の低い18～24歳
• 主な内容は、
（1）情報技術や金融などニーズの高い業務の技能習得
（2）包括的な就労支援
（3）雇用主と連携した学習・インターンシップ

分析・検証方法
• 2,544人の潜在的な対象者を政策を
受けた群と受けなかった群の２つにランダ
ムに振り分けて効果を検証

結果

• プログラムを実施する1年間は政策を受
けなかった群よりも受けた群の賃金が低
かったが、２年目以降は政策を受けた
群の賃金が高かった。

• プログラム開始から7年が経過しても効
果は減衰せず。

• 所得の増加に加え、就労により失業給
付が削減され、社会的便益は７年間
で１人当たり約3.4万ドル（政策経費
の約2.5倍のリターン）。
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就労支援プログラムの効果

政策を受けたなかった群

四
半
期
の
平
均
賃
金

プログラム開始からの経過四半期

プログラム
実施期間

（参考文献）小林庸平［2024］「米国に学ぶEBPM 未来志向で政策改善を支援」2024年3月21日付日本経済新聞.
David Fein and Samuel Dastrup［2022］” Benefits that Last: Long-Term Impact and Cost-Benefit Findings for Year Up”, OPRE Report 2022-77.



（参考４ー１）政策ダッシュボード（内閣官房デジタル行財政改革会議事務局・デジタル庁）
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（参考４ー２）政策ダッシュボード（内閣官房デジタル行財政改革会議事務局・デジタル庁）
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校務DXの政策ダッシュボード（公開中）



（参考４ー３）政策ダッシュボード（内閣官房デジタル行財政改革会議事務局・デジタル庁）
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（参考５ー１）実証的共同研究（総務省）
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（参考５ー２）実証的共同研究（総務省）
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（参考６ー１）エビデンス等の収集・整理・提供（総務省）
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（参考６ー２）エビデンス等の収集・整理・提供（総務省）
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（参考７）ＥＢＰＭ補佐官派遣制度（内閣官房行政改革推進本部事務局）
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行革事務局

EBPM補佐官
（EBPMの実践に通じた専門家等）

①相談

②依頼

 行政（霞が関）全体で、機動的で柔軟な政策形成・評価の実践を積み重ね、定着することを目
的とし、希望する府省庁に専門家等を派遣し、各種相談対応や助言等を行う
（令和４年度より運用開始）。

 具体的には、行革事務局は、総務省行政評価局と連携し、EBPMの実践に有用な専門的かつ実
践的な知見・経験を有する専門家等をEBPM補佐官としてプールし（任期は原則２年）、府省庁
の政策担当部局、EBPM推進部局等からの相談依頼に応じて派遣し、
各種相談対応や助言等を行い、機動的で柔軟な政策形成・評価の実践を支援する。

※委嘱に際し、守秘義務等を提示
※１案件につき複数回の派遣を想定
派遣人数、日程、内容等詳細は応相談

連携

総務省行政評価局

マッチング ③派遣※

希望する府省庁
（政策担当部局、EBPM推進部局等）
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